
令和６年度実証実験・開発における伴走支援等推進事業業務委託に関する質問への回答 

番号 該当箇所 質問要旨 回答 

１ 業務委託仕様書 

５業務内容 

当該事業では、「実証実験のフィールド提

供主体」及び「実証実験実施企業」の 2 者

を募集・選定することが事業の内容となる

のか。または支援のみとなるのか。 

また、募集・選定する場合、横浜市の協力

はあるか。また募集・選定の具体的な手段

につき指定はあるか。 

受託者は当該事業に最適な「実証実験のフィールド提供主体」

を企画提案し、横浜市と協議のうえ選定後、実証実験の提案募集

等の運営を行います。 

原則として、フィールド提供主体との交渉は横浜市が行います

が、受託者が行うことを妨げるものではありません。 

募集・選定に関して手段の指定はありません。 

２ 業務委託仕様書 

５業務内容（１） 

「実証実験のフィールド提供主体」とはど

ういった位置づけの企業か。 

実証実験を実施する場所の所有者・管理者・運営者です。 

これは横浜市が管理している施設等も含みます。 

ご参考までに過去の事例もご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/iot/field_exam/ 

３ 業務委託仕様書 

５業務内容（１） 

「実証実験のフィールド提供主体」を見つ

ける際に市の協力は得られるか。 

可能です。過去に横浜市が所管している施設をフィールドとした

実証実験を実施しております。 

４ 業務委託仕様書 

５業務内容（１） 

「実証実験のフィールド提供主体」は無償

対応でなければならないのか。 

基本的には無償で協力いただけるよう交渉しますが、「実証実験

のフィールド提供主体」と「実証実験実施企業」との間で合意が

取れていれば、無償対応に限りません。 

５ 業務委託仕様書 

５業務内容（１） 

仮に「実証実験のフィールド提供主体」側

が費用を要求した場合、市からの補助はあ

るか。もしくは受託者が当該事業の費用

（今回の落札金額）から支払う必要がある

市からの補助はありません。委託費の中で相当する費用は積算し

ていませんが、受託者が支払うことを妨げるものではありませ

ん。 



のか。 

６ 業務委託仕様書 

５業務内容 

（１） 

「設定した課題を元に企業から課題に沿

った提案を募集し～」とありますが、フィ

ールド提供主体と連携設定した課題に応

募者がいない場合はどうすべきか。 

応募者がいなかった場合は、再度、選定や提案募集をしていただ

くことになります。 

７ 業務委託仕様書 

５業務内容 

（１） 

「実証実験実施企業」が実験を行うにあた

って、費用が発生する場合、その費用は「実

証実験実施企業」が自ら負担すべきもの

か。市からの補助はあるか。もしくは当該

事業の費用から支払う必要があるのか。 

市からの補助はありません。 

委託費の中で相当する費用は積算していませんが、受託者が支払

うことを妨げるものではありません。 

８ 業務委託仕様書 

６成果実施件数 

「フィールド先行型の実証実験提案の募

集～審査」が 2 件となっているが、募集か

ら審査までの案件が別個に 2 件あると考

えて良いか。 

お見込みのとおりです。 

９ 業務委託仕様書 

７業務履行上の注

意（７） 

「支援策の企画・実施にあたり、産学公民

連携の推進組織「横浜未来機構」、スター

トアップ成⾧支援拠点「ＹＯＸＯ ＢＯ

Ｘ」、GX やモビリティ等の分野を主軸と

する技術系スタートアップ成⾧支援拠点

で行われる取組との連携を想定するこ

と。」と記載があるが、具体的にどのよう

なことを想定すれば良いか。 

経済局が関連するイノベーション推進施策や関係機関の取り組

みと連携することで、当該事業がより効果的になることを期待し

ています。そのようなシナジーが可能か留意して企画してくださ

い。 

 

10 業務委託仕様書 事業実施結果報告書は簡易製本となって 無線綴じ製本で問題ございません。用紙の大きさについても特に



８事業の実施結果

の報告 

（１） 

いるが、無線綴じ製本で良いか。用紙の大

きさなどの指定はあるか。 

指定はありません。 

 


